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令
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２
年
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新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

影
響
に
よ
る
減
収
を
事
由
と
す
る

国
民
年
金
保
険
料
免
除
に
つ
い
て

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　

ね
ん
き
ん
加
入
者
ダ
イ
ヤ
ル

☎
０
５
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０
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０
３
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住
民
税
務
課
住
民
Ｇ☎

６
６
２
‐
２
５
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新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に

よ
る
収
入
の
急
減
か
ら
、
国
民
年
金
保
険
料

を
納
め
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
の
臨
時
特
例

措
置
と
し
て
、
本
人
申
告
の
所
得
見
込
み
額

を
用
い
た
簡
易
な
手
続
き
に
よ
り
、
国
民
年

金
保
険
料
免
除
申
請
が
可
能
と
な
り
ま
し
た
。

●
対
象　

左
記
の
①
お
よ
び
②
の
い
ず
れ
に

も
該
当
す
る
方

　

①
令
和
２
年
２
月
以
降
に
、
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
り
収
入

が
減
少
し
た
方

　

②
令
和
２
年
２
月
以
降
の
所
得
等
の
状
況

か
ら
見
て
、
当
年
中
の
所
得
の
見
込
み

が
、
現
行
の
国
民
年
金
保
険
料
の
免
除

等
に
該
当
す
る
水
準
に
な
る
こ
と
が
見

込
ま
れ
る
方

●
対
象
期
間　

令
和
２
年
２
月
分
以
降
の
国

民
年
金
保
険
料

※
令
和
２
年
７
月
以
降
は
、
改
め
て
申
請
が

必
要
で
す
。

●
申
請
方
法　

【
申
請
に
必
要
な
書
類
】
…
「
国
民
年
金

保
険
料
免
除
・
納
付
猶
予
申
請
書
」
、
「
所

得
の
申
立
書
」

※
学
生
納
付
特
例
申
請
の
方
に
つ
い
て
は
右

記
書
類
の
ほ
か
、
「
学
生
証
の
コ
ピ
ー
」

が
必
要
で
す
。

※
申
請
書
類
は
、
日
本
年
金
機
構
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す（h

ttp
s://
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）。

●
申
請
先　

役
場
ま
た
は
山
形
年
金
事
務
所

へ
郵
送
に
て
申
請
し
て
く
だ
さ
い
（
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
防
止
の
た

め
郵
送
に
て
手
続
き
を
お
願
い
し
て
い
ま

す
が
、
窓
口
で
も
手
続
き
可
能
で
す
）。

　町議会６月定例会が次のと
おり開催されます。
　住所・氏名を記入するだけ
でどなたでも傍聴できますの
で、お気軽にお越しください。
　なお、傍聴は先着30名まで
とし、議員の一般質問につい
ては自粛のため予定されてお
りません。

●場所　役場大会議室

※ 議会日程表、議案項目は、町公式ホームページ

の「中山町議会」に掲載しますので、あわせて

ご覧ください。

※お問い合わせ先　議会事務局　☎６６２‐４３７０

議会を傍聴してみませんか

【６月定例会日程】（予定）

日　　　時 本会議内容

６月10日（水）
午前10時～ 補正予算等

新
型
コ
ロ
ナ
対
策
関
連
の

お
知
ら
せ

ひ
ま
わ
り
温
泉
ゆ
・
ら
・
ら
の

臨
時
的
な
営
業
開
始
に
つ
い
て

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　

ひ
ま
わ
り
温
泉
ゆ
・
ら
・
ら

　
　
　
　
　
　
　
　

  

☎
６
６
２
‐
５
７
７
７

　

現
在
、
給
湯
配
管
改
修
工
事
を
行
っ
て
い

る
た
め
、
大
浴
場
・
露
天
風
呂
・
サ
ウ
ナ
は

６
月
27
日
（
土
）
か
ら
再
開
の
予
定
で
す
。

■
宿
泊
・
宴
会
・
法
要
等　

６
月
１
日
（
月
）

か
ら
営
業
再
開
し
ま
す
。

■
日
帰
り
入
浴　

６
月
１
日
（
月
）
～
26
日

（
金
）
ま
で
（
土
曜
日
を
除
く
）
、
宿
泊
者

用
入
浴
室
を
開
放
し
ま
す
。

●
時
間　

午
前
９
時
～
午
後
３
時

●
料
金　

大
人
２
０
０
円
、小
学
生
１
０
０
円

※
「
３
密
」
防
止
の
た
め
入
場
制
限
あ
り
。

■
足
湯　

６
月
１
日
（
月
）
か
ら
再
開
し
ま

す
。

1 2.6.12.6.1 ※本文中の「Ｇ」は「グループ」を省略したものです。



子
育
て
世
帯
へ
の　
　
　
　

臨
時
特
別
給
付
金
に
つ
い
て

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　

健
康
福
祉
課
福
祉
子
育
て
支
援
Ｇ

　
　
　
　
　
　
　
　

  
☎
６
６
２
‐
２
７
０
５

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
緊
急
経
済

対
策
と
し
て
、
児
童
手
当
（
特
例
給
付
を
除

く
）
の
受
給
者
に
対
し
、
対
象
児
童
１
人
あ

た
り
１
万
円
の
臨
時
給
付
金
を
支
給
し
ま
す
。

対
象
者
に
は
５
月
中
に
通
知
を
送
付
し
て
い

ま
す
。
申
請
は
不
要
で
す
。

● 

支
給
対
象　

令
和
２
年
４
月
分
の
児
童
手

当
受
給
者
（
新
高
校
１
年
生
の
児
童
を
含

む
）

●
支
給
時
期　

６
月
30
日
（
火
）（
予
定
）

● 

支
給
方
法　

児
童
手
当
の
口
座
に
振
り
込

み
ま
す
。

● 

受
給
を
拒
否
す
る
場
合　
「
給
付
金
受
給

拒
否
の
届
出
書
」
の
提
出
が
必
要
で
す
。

● 

公
務
員
の
方　

申
請
が
必
要
で
す
。
所
属

庁
か
ら
配
付
さ
れ
る
申
請
書
に
必
要
事
項

を
記
入
し
、
所
属
庁
の
証
明
を
受
け
た
上

で
健
康
福
祉
課（
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
内
）

へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
（
郵
送
可
）。

※ 

詳
細
は
町
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

「
新
型
コ
ロ
ナ
対
策
中
山
町

商
品
券
」
を
発
送
し
ま
し
た

※
受
付
窓
口
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　

産
業
振
興
課
産
業
振
興
Ｇ

　
　
　
　
　
　
　
　

  

☎
６
６
２
‐
２
１
１
４

　

「
新
型
コ
ロ
ナ
対
策
中
山
町
商
品
券
」
を

町
内
全
世
帯
へ
発
送
し
ま
し
た
。
ま
だ
届
い

て
い
な
い
場
合
は
、
受
取
人
不
在
な
ど
で
役

場
に
返
送
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す

の
で
、
事
前
に
お
問
い
合
わ
せ
の
上
、
左
記

の
受
取
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

● 
対
象　

令
和
２
年
４
月
27
日
現
在
で
町
内

に
住
所
を
有
す
る
世
帯
の
世
帯
主

● 

持
参
す
る
も
の　

①
印
か
ん
（
ス
タ
ン
プ

印
不
可
）　

②
来
庁
す
る
方
の
身
分
証
明

書
（「
氏
名
」
お
よ
び
「
現
住
所
」
が
記

載
さ
れ
た
も
の　

例
：
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
・
運
転
免
許
証
・
健
康
保
険
証
な

ど
）　

③
世
帯
主
の
身
分
証
明
書
（
世
帯

主
以
外
の
方
が
来
庁
す
る
場
合
。
写
し
で

も
可
）　

④
委
任
状
（
他
の
世
帯
の
方
が

来
庁
す
る
場
合
）

※ 

委
任
状
の
様
式
は
町
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
公
開
し
て
い
ま
す
。

● 

受
付
期
限　

７
月
31
日
（
金
）
ま
で　
（
平

日　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分
）

※ 

商
品
券
の
利
用
期
限
も
同
日
と
な
っ
て
い

ま
す
の
で
、
お
早
め
に
お
受
け
取
り
く
だ

さ
い
。

※ 

万
一
、
枚
数
に
過
不
足
が
あ
る
場
合
は
、

お
手
数
で
す
が
、
お
問
い
合
わ
せ
先
ま
で

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

「
持
続
化
給
付
金
」申
請
サ
ポ
ー
ト

会
場
の
開
設
に
つ
い
て

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　

持
続
化
給
付
金
事
業
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

 

☎
０
１
２
０
‐
１
１
５
‐
５
７
０

　

持
続
化
給
付
金
の
申
請
に
つ
き
ま
し
て
は
、

５
月
１
日
か
ら
電
子
申
請
に
よ
る
受
付
が
始

ま
っ
て
い
ま
す
が
、
電
子
申
請
が
困
難
な
方

の
た
め
に
各
都
道
府
県
に
申
請
サ
ポ
ー
ト
会

場
が
開
設
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
お
知
ら
せ

し
ま
す
。

● 

申
請
サ
ポ
ー
ト
会
場
（
山
形
会
場
）　

A
rch

s sen
zo

ku
-y

a

ビ
ル 

３
階
‐
Ａ

／
HI　

山
形
市
本
町
２
丁
目
４
‐
15

　

※
会
場
番
号
０
６
０
１

● 

予
約
方
法　

①
「
持
続
化
給
付
金
の
事
務

局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
」
よ
り
予
約
（
手
順

に
従
っ
て
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
）　

②

電
話
予
約
（
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
対
応
）

　

☎
０
５
７
０
‐
０
７
７
‐
８
６
６

●
必
要
書
類

【
中
小
法
人
な
ど
の
場
合
】　

① 
２
０
１
９
年
分
の
確
定
申
告
書
別
表
一
の

控
え
（
１
枚
）
お
よ
び
法
人
事
業
概
況
説

明
書
の
控
え
（
２
枚
）
…
計
３
枚
（
対
象

月
の
属
す
る
事
業
年
度
の
直
前
の
事
業
年

度
分
）

※ 

た
だ
し
、
収
受
日
付
印
が
押
さ
れ
て
い
る

こ
と

② 

売
上
台
帳
や
記
帳
簿
な
ど
、
対
象
月
の
月

間
事
業
収
入
が
わ
か
る
も
の
（
２
０
２
０

年
〇
月
と
明
確
な
記
載
が
あ
る
も
の
）

③ 

法
人
名
義
の
口
座
通
帳
の
写
し
（
法
人
の

代
理
者
名
義
も
可
）

【
個
人
事
業
主
な
ど
で
青
色
申
告
の
場
合
】

① 

２
０
１
９
年
分
の
確
定
申
告
書
第
一
表
の

控
え
（
１
枚
）
と
所
得
税
青
色
申
告
決
算

書
の
控
え
（
２
枚
）
…
計
３
枚

※ 

収
受
日
付
印
が
押
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
必

要
（
e
‐
Ｔ
ａ
ｘ
の
場
合
は
受
信
通
知
）

② 

売
上
台
帳
や
記
帳
簿
な
ど
、
対
象
月
の
月

間
事
業
収
入
が
わ
か
る
も
の
（
２
０
２
０

年
〇
月
と
明
確
な
記
載
が
あ
る
も
の
）

③
申
請
者
本
人
名
義
の
口
座
通
帳
の
写
し

④ 

本
人
確
認
書
類
（
住
所
・
氏
名
・
明
瞭
な

顔
写
真
の
あ
る
身
分
証
明
書
）
の
写
し

※
免
許
証
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

【
個
人
事
業
主
な
ど
で
白
色
申
告
の
場
合
】

① 

２
０
１
９
年
分
の
確
定
申
告
書
第
一
表
の

控
え
（
１
枚
）
…
計
１
枚

※ 

収
受
日
付
印
が
押
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
必

要
（
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
の
場
合
は
受
信
通
知
）

② 

売
上
台
帳
や
記
帳
簿
な
ど
、
対
象
月
の
月

間
事
業
収
入
が
わ
か
る
も
の
（
２
０
２
０

年
〇
月
と
明
確
な
記
載
が
あ
る
も
の
）

③
申
請
者
本
人
名
義
の
口
座
通
帳
の
写
し

④ 

本
人
確
認
書
類
（
住
所
・
氏
名
・
明
瞭
な

顔
写
真
の
あ
る
身
分
証
明
書
）
の
写
し

※
免
許
証
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

22.6.12.6.1



施設名称 再開日 問い合わせ先

防災センター ５／２5から
調理実習室は利用不可

総務広報課
☎６６２ - ４８９９

保健福祉センター
５／２5から

調理実習室、親子ふれ
あいホールは利用不可

健康福祉課
☎６６２ - ２８３６

子育て支援センター ６／１から
（５／２5から予約相談は可）

健康福祉課
☎６６２ - ２２１０

中央公民館 ５／２5から
調理室は利用不可

教育課
☎６６２ - ２２３５

図書館（ほんわ館）

５／２２から
町民の方のみ利用可
貸出・返却利用のみ

（開館時間は午前11時～午後６時）
６／９から町外の方も利用可

図書館
☎６６２ - ６６８８

勤労文化センター 閉　鎖　中
（再開予定は７／１）

教育課
☎６６２ - ２２３５

歴史民俗資料館 ５／２5から 教育課
☎６６２ - ２２３５

旧柏倉家住宅 閉　鎖　中
教育課
☎６６２ - ２２３５

総合体育館 ６／２から
利用時間上限は２時間

総合体育館
☎６６２ - ２３００

グラウンド・ゴルフ場
（ひまわりグラウンド・ゴルフ場）

５／２5から
町民の方のみ利用可

６／１から町外の方も利用可

グラウンド・ゴルフ場
☎６６２ - ７５７７

町民グラウンド ５／２５から
利用時間上限は３時間

総合体育館
☎６６２ - ２３００

町民テニスコート ５／２５から
利用時間上限は３時間

総合体育館
☎６６２ - ２３００

町民プール 今年度は休業します 教育課
☎６６２ - ２２３５

すぱーく中山 ６／１から
利用時間上限は２時間

総合体育館
☎６６２ - ２３００

学校体育施設開放事業 閉　鎖　中
教育課
☎６６２ - ２２３５

町有施設再開状況（新型コロナウイルス感染症関連）町有施設再開状況（新型コロナウイルス感染症関連）

【利用にあたっての基本的事項】

①　 マスク着用、手指消毒、身体的距離（１～２ｍ）の確保、体調不良者の利用自粛（あらかじめ

検温の上お越しください。）

②　屋内施設は定期的（１回／時間）な窓の開放

③　利用者（入館者）名簿への記入または提出

④　50名以上の催し・大会の禁止

⑤　高校生以下は、平日の夜間（午後７時以降）の利用は不可

⑥　 上記のほか、施設ごとに利用を制限する事項がある場合がありますので、利用にあたっては各

お問い合わせ先にご連絡ください。

 ５月20日現在
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　新型コロナウイルス感染症は、軽症であっても短期間で急に重症化することがあります。以下のい
ずれかに該当する場合、すぐに新型コロナ受診相談センター（☎０１２０ - ８８ - ０００６）等へ
ご相談ください（これらに該当しない場合の相談も可能です）。

　●息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高熱等強い症状のいずれかがある場合
　●重症化しやすい方（※）で、発熱や咳などの比較的軽い風邪症状がある場合
　　※ 高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患（ＣＯＰＤ等）などの基礎疾患がある方や透析を受けて

いる方、免疫抑制剤や抗がん剤などを用いている方
　●上記以外の方で、発熱や咳など比較的軽い風邪症状が続く場合
　　 （症状が４日以上続く場合は必ずご相談ください。症状には個人差がありますので、強い症状と

思う場合にはすぐに相談してください。解熱剤などを飲み続けなければならない方も同様です。）
　●聴覚や言語に障がいのある方のご相談はＦＡＸ６２５ - ４２９４へどうぞ
 （平日　午前８時30分～午後５時15分）

　妊娠中の方は、念のため、重症化しやすい方と同様に、早めに新型コロナ受診相談センターへご相
談ください。また、小児については小児科医による診察が望ましいため、新型コロナ受診相談セン
ターやかかりつけの小児科医に電話などでご相談ください。

　上記は「相談・受診」の目安です。検査の必要性は医師が個別に判断します。なお、医療機関を受
診する際は事前に電話連絡の上、できるだけマスクを着用するほか、手洗いや咳エチケットの徹底を
お願いします。

※お問い合わせ先　健康福祉課健康づくりＧ　☎６６２‐２８３６

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ６６２ - ２０６５

 （平日　午前８時30分～午後５時1５分）

体調に異変を感じたらすぐにご相談ください

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う事業者向け補助のご案内

中山町雇用安定化事業費補助金 山形県緊急経営改善支援金

概 要
　国の雇用調整助成金申請を社会保険労務士

（社労士）に依頼した費用を補助します。
　県から、営業自粛要請に協力する事業者に
支援金を交付します。

対 象 者

以下の要件を全て満たしている事業者

① 町内に本店または主たる事業所を有する
② 雇用調整助成金の支給決定を受けている
（新型コロナウイルス感染症の影響に伴う
特例措置適用時のみ対象）

① 県が営業自粛を要請した施設を営んでいる
② ４月２5日（土）～５月10日（日）の全期間

に営業を自粛している
③経営改善を検討している

補 助 額

社労士に依頼した際の手数料
※ １事業者あたり上限２0万円（千円未満切り

捨て、消費税の仕入税額控除対象額を除
く）

１事業者あたり以下の額
・法人：２0万円
・個人事業者：10万円
　（事業所賃借時は２0万円）

申請書類

①補助金交付申請書
② 雇用調整助成金の支給決定書の写し
③ 国に提出した「事業活動の状況に関する申

出書」の写し
④社労士との契約書の写し
⑤ 社労士に支払った手数料の領収書の写し

①支援金交付申請書
②振込先の通帳等の写し
③ 事業所を賃借している場合は、賃貸借契約

書等の写し
※ 役場へ郵送または役場窓口で申請受付を行

います

申請期間
５月７日（木）～雇用調整助成金の特例期間
による

５月11日（月）～６月30日（火）

そ の 他
①上記のほかにも、必要に応じ書類提出を求める場合があります。
②詳しい手続きや申請書類の様式は、町または県のホームページをご確認ください。

※申請・問い合わせ先　産業振興課産業振興Ｇ
　〒９９０ - ０４９２　中山町大字長崎１２０番地　　☎６６２ - ２１１４
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　現在お持ちの身重度心身障がい（児）者医療証と親親子すこやか医療証の有効期限は、６月30日で
す。７月１日から新しい医療証になりますので、引き続き交付要件に該当すると思われる方は更新の
手続きを行ってください。
※ 所得判定を行うため、令和元年の所得についてまだ申告をしていない方は事前に申告を行う必要が

あります。

●申請期間　６月23日（火）～30日（火）午前８時30分～正午／午後１時～５時1５分

　　　　　　※土・日曜日の手続きはできません
　　　　　　※ この期間の火・木曜日は、更新のみの手続きを午後７時まで窓口を延長して行います

（ただし、前年所得未申告の方はお手続きできません）。
●申請場所　住民税務課　③番　国民健康保険窓口

●制度内容　 医療費について自己負担の全部または一部助成（入院時の食事代等や健康保険が適用さ
れないものは対象外）

●交付要件　下記のとおり

　　重度心身障がい（児）者医療証

次のいずれかに該当する方が対象になります。
◆身体障害者手帳１級または２級　◆療育手帳Ａ　◆精神障害者保健福祉手帳１級
◆公的年金障害等級１級の障害基礎年金の受給権がある　◆特別児童扶養手当１級程度
※ただし、次の場合は対象となりません。
・対象者本人の令和２年度町民税所得割額が２3万5，000円以上の場合
・生活保護を受けている場合

　　親子すこやか医療証

次のいずれかに該当する方が対象になります。
◆ 配偶者のいない方等で、就労等により一定の収入を得て1８歳以下の児童を扶養している方とそ

の児童
◆両親のいない1８歳以下の児童
※ただし、次の場合は対象となりません。
・令和元年の所得に所得税が課されていた場合
・小学校３年生以下
・生活保護を受けている場合

【注】町民税および所得税の計算について
　 1９歳未満の扶養親族がいる場合、扶養控除の額は税制改正による一部廃止前の額により計算し

ます。

●申請に必要なもの
　・現在お持ちの医療証　　・印かん（認印可）
　・該当者が加入する健康保険証（親では親と子全員のもの）
　・障がいの程度を確認できるもの（身のみ）
　　 （身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特別児童扶養手当証書、日本年金機構

から送付された障害年金の年金額改定通知書（ハガキ）等）
　・特別な事由により就労が困難な場合の証明書類等（親で扶養者が就労していない場合）
　※郵送での申請も可能です。不明な点はお問い合わせください。

医療証の更新・新規交付について

・ 所得税の課税状況などにより、年度ごとに受給該当者を認定しますので、該当にならない
場合があります。

・新規交付申請は、年間をとおして随時受け付けています（適用は申請月の初日からです）。
　交付要件に該当すると思われる方は、必要なものをお持ちの上、申請してください。

※お問い合わせ先　住民税務課住民Ｇ　☎６６２ - ２２５２

身・親　医療証更新の手続きをお忘れなく！
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療
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８
月
診
療
分
か
ら
高
校
卒
業
相
当
（
1８

歳
に
到
達
し
た
最
初
の
年
度
末
）
ま
で
に
対

象
が
拡
大
さ
れ
ま
す
。
医
療
証
の
交
付
に
は

申
請
が
必
要
で
す
。
６
月
初
旬
に
申
請
書
を

お
送
り
し
ま
す
の
で
確
認
く
だ
さ
い
。

　

進
学
に
よ
り
町
外
に
転
出
し
た
児
童
も
、

保
護
者
が
町
内
在
住
で
あ
れ
ば
適
用
す
る
場

合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
該
当
す
る
方
は
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

シ
マ
蚊
対
策
薬
剤
の　
　
　

購
入
申
込
受
付
に
つ
い
て

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　

 

中
山
町
衛
生
組
合
連
合
会
事
務
局
（
住
民

　

税
務
課
住
民
Ｇ
） 

☎
６
６
２
‐
２
１
１
３

　

蚊
の
幼
虫
で
あ
る
ボ
ウ
フ
ラ
は
水
溜
り
で

発
生
し
ま
す
。
ス
ミ
ラ
ブ
発
泡
錠
剤
は
、
幼

虫
の
脱
皮
を
阻
害
し
、
成
虫
に
さ
せ
な
い
と

い
う
薬
剤
で
、
雨
水
枡
の
中
な
ど
の
少
量
の

水
に
１
錠
投
入
す
る
だ
け
で
約
１
か
月
間
効

果
が
あ
り
ま
す
。
水
量
１
㎥
に
対
し
て
２
～

４
ｇ
を
目
安
に
し
て
く
だ
さ
い
。

● 

補
助
対
象
薬
剤　

ス
ミ
ラ
ブ
発
泡
錠
剤

（
シ
マ
蚊
対
策
錠
剤
）
１
袋
50
錠
入
り
（
１

錠
１
ｇ
）
…
９
０
０
円

● 

補
助
金
額　

町
で
２
分
の
１
の
補
助
を
行

　

い
ま
す
の
で
、個
人
負
担
金
は
１
袋
４
５
０

　

円
で
す
。

● 

申
込
方
法　

今
年
度
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
の
拡
大
防
止
の
た
め
、
役
場

の
み
で
受
け
付
け
ま
す
。
窓
口
に
来
ら
れ

る
際
は
マ
ス
ク
を
着
用
の
上
、
住
民
税
務

課
に
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
（
代
金
は
薬

剤
と
引
き
換
え
）
。

● 

受
付
期
間　

６
月
１
日
（
月
）
～
７
月
31

日
（
金
）
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
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ー
（
霞
城
セ

ン
ト
ラ
ル
22
階
）

 

☎
６
４
７
‐
０
７
８
１

県
営
住
宅
入
居
者
募
集
の
ご
案
内

● 

募
集
す
る
住
宅　

中
原
ア
パ
ー
ト
…
３
Ｄ

Ｋ
・
１
戸
（
一
般
用
・
倍
率
優
遇
あ
り
、

単
身
可
）
／
長
崎
ア
パ
ー
ト
…
３
Ｄ
Ｋ
・

１
戸
（
一
般
用
・
倍
率
優
遇
あ
り
、
単
身

水
に
溶
け
な
い
紙
を
下
水
に

流
さ
な
い
で
く
だ
さ
い

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　

建
設
課
下
水
道
Ｇ

　
　
　
　
　
　
　
　

  

☎
６
６
２
‐
２
１
１
５

　

紙
お
む
つ
、
マ
ス
ク
、
除
菌
シ
ー
ト
な
ど

ト
イ
レ
ッ
ト
ペ
ー
パ
ー
以
外
の
水
に
溶
け
に

く
い
も
の
を
ト
イ
レ
に
流
す
と
、
ご
家
庭
の

排
水
管
を
詰
ま
ら
せ
る
原
因
と
な
り
ま
す
。

　

町
の
下
水
処
理
施
設
等
の
故
障
に
つ
な
が

る
恐
れ
も
あ
り
ま
す
の
で
、
水
に
溶
け
に
く

い
も
の
は
、
必
ず
可
燃
ご
み
と
し
て
処
分
し

て
く
だ
さ
い
。

　

 

４
‐
２
４
‐
０
０
５
５
）　

④
海
水
浴
を

す
る
と
き
は
、
定
め
ら
れ
た
海
水
浴
場
や

期
間
を
守
り
遊
泳
し
ま
し
ょ
う
。
場
所
に

よ
り
沖
合
に
流
さ
れ
る
離
岸
流
が
あ
る
の

で
、
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
防
止
の
た
め
屋
外
に
お

い
て
も
密
集
・
密
接
を
避
け
ま
し
ょ
う
。

海
上
保
安
庁
へ
の
緊
急
通
報
は
１
１
８
番
。

不
明
な
点
が
あ
り
ま
し
た
ら
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

【
未
来
の
海
上
保
安
官
募
集
中
！
】

　

 

海
上
保
安
大
学
校
、
海
上
保
安
学
校
、
有

資
格
者
採
用
試
験
日
程
な
ど
に
つ
い
て
は
、

酒
田
海
上
保
安
部
管
理
課
（
☎
０
２
３
４

‐
２
２
‐
１
８
３
１
）
に
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

【
「
借
金
返
済
に
関
す
る
相
談
窓
口
」
の

 

ご
案
内
】

　

 

①
山
形
財
務
事
務
所
理
財
課
（
☎
６
４
１

‐
５
１
７
８
）　

②
月
曜
日
～
金
曜
日
（
祝

日
、
年
末
年
始
除
く
）　

午
前
８
時
30
分

～
正
午
、
午
後
１
時
～
４
時
30
分　

③
山

形
市
緑
町
２
‐
1５
‐
３
（
山
形
工
業
高

校
東
側
）　

④
東
北
財
務
局
山
形
財
務
事

務
所
で
は
、
借
金
返
済
で
お
困
り
の
方
の

相
談
窓
口
を
開
設
し
て
い
ま
す
。
相
談
員

が
借
金
の
状
況
等
を
お
伺
い
し
、
必
要
に

応
じ
て
、
弁
護
士
等
の
専
門
家
に
引
き
継

ぎ
ま
す
。
相
談
は
秘
密
厳
守
・
無
料
で
す
。

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。　

⑧
相
談

専
用
電
話
（
☎
６
４
１
‐
５
２
０
１
）

心
配
ご
と
相
談
所
を　
　

開
設
し
ま
す

※
予
約
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　

社
会
福
祉
協
議
会
（
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
内
）

　
　
　
　
　
　
　
　

  

☎
６
６
２
‐
４
３
６
１

　

あ
な
た
の
お
悩
み
、
心
配
ご
と
な
ど
を
相

談
員
に
気
軽
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。
民
生

委
員
、
人
権
擁
護
委
員
が
相
談
に
応
じ
ま
す
。

　

現
在
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大

防
止
の
た
め
、
電
話
予
約
さ
れ
た
方
の
み
相

談
を
受
け
付
け
ま
す
。
ご
希
望
の
場
合
は
、

事
前
に
ご
予
約
く
だ
さ
い
。

※ 

今
後
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

感
染
状
況
、
政
府
・
自
治
体
か
ら
の
要
請

な
ど
に
よ
っ
て
、
相
談
対
応
を
変
更
す
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ご
理
解
と
ご
協
力
を

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

● 

日
時　

６
月
10
日
（
水
）　

午
後
１
時
30

分
～
４
時

●
場
所　

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
２
階
会
議
室

●
予
約
方
法　

電
話
受
付

沢
）

●
提
出
期
限　

６
月
30
日
（
火
）
ま
で

● 

郵
送
先　

〒
９
９
０
‐
０
４
９
２　

中
山

町
大
字
長
崎
１
２
０
番
地　

中
山
町
農
業

委
員
会
事
務
局

行
政
相
談
所
を　
　
　
　

　
　

開
設
し
ま
す

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　

総
務
広
報
課
庶
務
Ｇ

 

☎
６
６
２
‐
２
１
１
１

　

行
政
相
談
委
員
は
、
総
務
大
臣
が
委
嘱
す

る
民
間
有
識
者
で
す
。
行
政
に
関
す
る
困
り

ご
と
や
意
見
・
要
望
等
が
あ
り
ま
し
た
ら
、

行
政
相
談
委
員
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
医
療

保
険
・
年
金
か
ら
雇
用
、
運
輸
、
道
路
行
政

な
ど
多
岐
に
わ
た
る
内
容
を
受
け
付
け
て
い

ま
す
。
相
談
は
無
料
・
秘
密
厳
守
で
す
。
予

約
不
要
で
す
の
で
、
当
日
会
場
へ
お
越
し
く

だ
さ
い
。

※ 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
防
止

の
た
め
マ
ス
ク
の
着
用
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
日
時　

６
月
10
日
（
水
）

 

　

午
前
10
時
～
正
午

●
会
場　

中
央
公
民
館
１
階　

第
１
研
修
室

●
相
談
委
員　

黒
沼
裕
一
氏

 

（
中
山
町
担
当
行
政
相
談
委
員
）

可
）

● 

申
込
資
格　

所
得
が
公
営
住
宅
法
規
定
に

該
当
す
る
方
（
県
外
在
住
の
方
も
申
込
み

可
能
で
す
）。

● 

受
付
期
間　

６
月
３
日
（
水
）
～
９
日

（
火
）
午
前
10
時
～
午
後
６
時
（
月
曜
日

休
館
日
）

● 

提
出
書
類　

▼
県
営
住
宅
抽
選
申
込
書　

▼
63
円
切
手　

２
枚
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（参考：厚生労働省ホームページ）

消費生活の窓口から消費生活の窓口から

大沼の「商品券」、大沼友の会の
「積立金」・「お買物券」の還付手続きをお忘れなく！

～申出期限までに申出がない場合、還付されません！～

　㈱大沼が発行した「商品券」、㈱大沼友の会の「積立金」および「お買物券」の還付手続きが始まっ
ています。「商品券」は東北財務局が、大沼友の会の「積立金」および「お買物券」は東北経済産業
局が受付を行っています。申出期限までに申出がない場合、還付されませんのでご注意ください。

　詳しくは、それぞれの担当にお問い合わせいただくか、各ホームページをご覧ください。
〈㈱大沼発行の「商品券」〉

◆申出期限　６月12日（金）まで郵送（当日消印有効）　

◆お問い合わせ　東北財務局金融監督第三課（☎０２２ - ７２１ - ７０７９）

　　　　　　　　東北財務局山形財務事務所理財課（☎６４１ - ５１７８）

◆その他　 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、山形財務事務所での受付は中止となりま
した。申出書は役場総合窓口にも置いてあります。

　※東北財務局ホームページ　http://tohoku/mof.go.jp/
〈㈱大沼友の会の「積立金」および「お買物券」〉

◆申出期限　６月30日（火）まで郵送（当日消印有効）または東北経済産業局（仙台市）へ持参

◆お問い合わせ　東北経済産業局産業部消費経済課（☎０２２ - ２０８ - ６７７５）

◆その他　友の会会員の方には、４月13日以降に還付申出に係る書類が郵送されています。

　　　　　届いていない場合は、東北経済産業局消費経済課へお問い合わせください。

　※東北経済産業局ホームページ　https://www.tohoku.meti.go.jp/

※ご相談・お問い合わせ先　中山町消費生活相談窓口（住民税務課住民Ｇ内）　☎６６２ - ２５９３

「禁煙週間」のお知らせ

　５月31日は世界保健機関（ＷＨＯ）で定める「世界禁煙デー」です。それに伴い、厚生労働省では

５月31日（日）～６月６日（土）までを「禁煙週間」としています。

●喫煙者本人への健康影響

　喫煙は発がん性が認められているほか、肺気腫や喘息等の呼吸器疾患、歯周病の原因とも関連があ

ると指摘されています。また喫煙者は非喫煙者に比べて、虚血性心疾患（心筋梗塞や狭心症等）で死

亡する危険性および脳卒中を発症する危険性が１．７倍高くなるという報告があります。

●周囲への健康影響

　他人のたばこの煙を吸わされる受動喫煙について、肺がんや虚血性心疾患等の死亡率上昇、低出生

体重児の発生率上昇などの研究結果が近年多く報告されています。また小児では喘息、気管支炎と

いった呼吸器疾患等、乳児では乳幼児突然死症候群と関連があると報告されています。

　２0２0年４月１日より健康増進法の一部を改正する法律が

全面施行されており、多くの施設において屋内が全面禁煙

になり、２0歳未満の方は、喫煙エリアへの立ち入りが禁止

されています。東京オリンピック・パラリンピックに向け

て、望まない受動喫煙のない社会を実現するために、一人

ひとりができることを心がけていきましょう。

82.6.12.6.1



「新型コロナウイルス感染症に関連した法務大臣からのメッセージ」

城南跨線橋～霞城公園南門交差点間で工事のため交通規制を実施します

新型コロナウイルス感染症に関連して、

感染者・濃厚接触者、医療従事者等やその

ご家族が、不当な差別的取扱いを受けるな

ど悲しい事例が報道されています。こうし

た方々を傷付けるような不当な差別や偏見

は決してあってはなりません。感染者やそ

の属する施設・機関あるいは、我が国に居

住する外国人の方々等に対する誤解や偏見

に基づく差別もあってはならないものです。

　また、このことについて、法務大臣から

緊急メッセージが出されています。イン
ターネットでYouTube法務省チャンネル（https://youtu.be/RYS00qCxo-0）をご覧ください。

　法務省の人権擁護機関では、新型コロナウイルス感染症に関連する不当な差別、偏見、いじめなどの被

害に遭った方からの人権相談を受け付けています。困った時は、一人で悩まず相談してください。

城南跨線橋～霞城公園南門交

差点までの区間の無散水消雪施

設更新工事を予定しています。

　工事期間中は交通規制を行い

渋滞が予想されますので、ご理

解とご協力をよろしくお願いし

ます。

●期間　６月下旬から当面の間

●場所　山形市城南町地内

　　　　（右図のとおり）

※お問い合わせ先

　村山総合支庁道路課

　☎６２１ - ８２１１

水道メーターの交換を実施します

　計量法に基づく検定期間が満了する水道メーターの交換を実施します。

　実施期間中は、受託施工業者が宅地内（メーターと止水栓等）へ立ち入って作業を行いますのでご協力

をお願いします。

●実施期間　６月20日（土）～７月1５日（水）

●実施地区　最上川中部水道企業団の給水区域

◆各家庭によって、メーター取り付け年が違いますので、該当するご家庭のみの作業となります。

◆交換作業前に日程等の書いてある『お知らせ』で通知します。

◆ 交換費用の個人負担はありません（メーター以外の給水装置の故障などによりメーター交換ができない

場合は、該当物の交換費用が発生する場合があります）。

●施工業者および連絡先　最上川中部水道企業団工事指定店組合

　　　　　　　　　　　　　　　（組合長　㈱ＥＸＣＥＥＤ中山本店　☎６６２ - ３４５９）

最上川中部水道企業団業務係　☎６６２ - ２１６３
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保健カレンダー
※保健事業に関するお問い合わせ先

健康福祉課　健康づくりＧ　☎６６２−２８３６保健カレンダー
※保健事業に関するお問い合わせ先

健康福祉課　健康づくりＧ　☎６６２−２８３６

※各事業については、新型コロナウイルス感染拡大状況により、変更になる場合があります。

二種混合（ジフテリア・破傷風）/日本脳炎の申込受付について

熱中症に負けない体づくりをしましょう

６月の日曜当番医　　

※ 日曜・祝日・年末年始の急病時は、山形市休日夜間診療所（山形市香澄町2-9-39　☎635-9955）も利用できます。

６月１４日（日）午前９時～正午 中山診療所 ☎６６２−５０１１

６月２８日（日）午前９時～正午 服部内科医胃腸科医院 ☎６６２−２２７２

●申込期間　６月１日（月）～６月１０日（水）
●対　　象　二種混合　平成２０年４月２日～平成２１年４月１日生まれ
　　　　　　日本脳炎１期（初回・追加）…平成１２年７月２日～平成１９年４月１日生まれで未接種の方
　　　　　　日本脳炎２期…平成１２年７月２日～平成１５年４月１日生まれで未接種の方
● 次のいずれかの方法で申込票をお届けください。申込み後、連絡はいきません。７月１日から希望した医療機

関で接種を受けてください（町外医療機関を希望した場合は接種券を郵送しますので、届いたら医療機関に予
約をいれてください）。

　①郵送（〒990-0406 中山町大字柳沢2336-1　健康づくりＧ宛）
　② 保健福祉センター窓口へ来所。土・日曜日等、時間外は保健福祉センターの郵便受けに入れてください。
　③役場総合窓口へ来所。火曜日・木曜日は午後７時まで可能です。

※ＢＣＧ、４種混合、ヒブ、小児用肺炎球菌、Ｂ型肝炎、日本脳炎（３歳・４歳・９歳）、麻しん風しん１期・２期、
水痘は町内医療機関に直接申し込んでください（ただし、町外医療機関希望の場合は健康づくりＧに申込票
をお届けください。接種券を郵送しますので、届いたら医療機関に予約をいれてください）。

　熱中症は、例年、梅雨入り前の５月頃から発生し、夏にかけて多発する傾向があります。人間が上手に汗をか
くことができるようになるには、暑さへの慣れが必要です。暑いときは無理をせず、徐々に暑さに慣れるように
工夫しましょう。
・ 暑くなる前から運動や入浴で汗をかく習慣を身につけることで、暑さに慣れ、熱中症にかかりにくくなります。

１日１回は汗をかく運動をして、体力づくりに努めましょう。
・急に暑くなった日は、涼しい服装や室温・湿度の調整などで暑さを避ける工夫をしましょう。
・ 生活習慣を整えましょう。寝不足、二日酔い（過度のアルコール摂取）、欠食（食事を抜く）などの場合は、

熱中症に陥りやすいので無理をしないようにしましょう。
・ 感染症予防などでマスクをしているとのどの渇きを感じにくいため、のどが渇く前から水分を補給しましょう。

１日あたり１．２ℓの水分補給が目安です（食事等に含まれる水分を除く）。

令和２年７月に接種希望の方

事 業 名 日　時 場　所 対　象　者　等

母 子 手 帳 交 付
６/ ９（火）

９：００～１０：００ 保健福祉
センター

母子手帳を交付し、健康相談を行います。
● 持ち物　印かん、妊娠届出書、個人番号が確認

できるもの（個人番号カード、個人番号通知
カード等）と本人確認ができるもの（個人番号
カード、運転免許証等）

※ この日時で妊婦さん本人の都合がつかない場合
はご連絡ください。

定 期 健 康 相 談
６/ ９（火）

１０：３０～１１：３０
生活習慣病予防・健康診査に関する相談を行いま
す。

乳 児 健 診

６/１７（水）
３か月児

受付時間１３：３０～１３：４０
１１か月児

受付時間１３：４０～１３：５０

保健福祉
センター

検診ホール

令和元年７月・令和２年３月生まれのお子さんと
前回欠席のお子さん
● 持ち物　母子手帳、バスタオル、問診票、交換

用おむつ

乳 が ん ・
子 宮 頸 が ん ・
骨粗しょう症検診

６/１７（水）
会場へ直接行く方は
１３：３０までお越しく
ださい。

会場：寒河江市西村山郡医師会総合健診センター
梅ヶ枝町地区で次に該当する方（申し込まなかった方で希望する
場合は、健康づくりＧにご連絡ください）。
・子宮頸がん検診　２０歳以上の女性
・乳がん検診　４０歳以上の女性
・骨粗しょう症検診　 ４０歳・４５歳・５０歳・５５歳・６０歳・６５歳・７０

歳の女性
●持ち物　問診票、検診料金、国保加入者は保険証
◆ 詳しくは、「令和２年度中山町健康診断実施のご案内」をご覧く

ださい（申し込まれた方に送付しています）。

　※送迎バス時刻　中央公民館（玄関前）　１２：４５　
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令和２年 水無月／2020.June

まちのカレンダー

※ごみ収集作業中の車両には近付かないでください！

町税等の納付は便利で確実な口座振替をお勧めします。詳しくは住民税務課税務Ｇへ（TEL 662-2112）

地　　　　区　　　　名 ペットボトル もやせるごみ ビン・カン
（資源物）

達磨寺全区・向新田・新田町全区・上町・新町・元町・中町・西小路
梅ヶ枝町全区・西町・南小路・土橋全区・岡全区・小塩全区

６月１２日（金）
６月２６日（金）

月・木曜日 火曜日

柳町・旭町全区・中原団地・広瀬団地・川端・下川・桜町全区・北小路
三軒屋・落合・文新田全区・いずみ全区・あおば全区・金沢全区・柳沢全区

６月８日（月）
６月２２日（月）

火・金曜日 木曜日

その他のごみ収集日 ※行事や日曜当番医院は変更になる場合がありますので、お知らせ版をよくご覧になってください。
※ペットボトルは捨てる前に中をすすぎ、キャップとラベルを取り、素材ごとに分別しましょう。
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■中山町民交通安全行動の日
■固定資産税（１期）納期限
□ほんわ館・総合体育館休館日

●いきいきタイム（総合体育館）

●いきいきタイム（中央公民館）

□ほんわ館・総合体育館・勤労文化センター休館日
◆もぐもぐごっくん教室

◆母子手帳交付　◆定期健康相談

■町議会６月定例会
●いきいきタイム（総合体育館）
○心配ごと相談

●いきいきタイム（総合体育館）

■中山町民交通安全行動の日
□ほんわ館・総合体育館休館日

◆乳がん・子宮頸がん・骨粗
　しょう症検診　◆乳児健診
●いきいきタイム（総合体育館）

●いきいきタイム（総合体育館）

□ほんわ館・総合体育館・
　　　　　　　　　勤労文化センター休館日

◆母子手帳交付　◆定期健康相談　◆育児相談

○心配ごと法律相談
●いきいきタイム（総合体育館）

◆乳がん・子宮頸がん・骨粗しょう症検診

●いきいきタイム（中央公民館）

□ほんわ館・総合体育館休館日

■町県民税（１期）納期限

■中山町民交通安全行動の日
◆１歳６か月児健診
●いきいきタイム

６月 ■…町関係 　□…教育委員会関係 　◆…保健関係　★…子育て支援センター関係
●…なかやま健幸くらぶ関係 　○…その他

※各事業については、新型コロナウイルス感染拡大状況により、変更になる場合があります。

粗大ごみ
（申込制）

粗大ごみ
（申込制）

雑貨品・小型廃家電類
プラスチック類

雑貨品・小型廃家電類
プラスチック類

雑貨品・小型廃家電類
プラスチック類

雑貨品・小型廃家電類
プラスチック類

古紙類回収（雑紙・新聞・

雑誌・段ボール・紙パック・

シュレッダー破砕紙）

古紙類回収（雑紙・新聞・

雑誌・段ボール・紙パック・

シュレッダー破砕紙）

スプレー缶・カセットボンベ
水銀含有ごみ
埋立てごみ

雑貨品・小型廃家電類
プラスチック類

服部内科胃腸科医院
662-2272
9時〜12時

中山診療所
662-5011
9時〜12時


